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川越市民憲章 

（昭和 57 年 12 月１日制定） 

 

先人の輝かしいあゆみにより、すばらしい歴史的遺産をもつ川越。わたくし

たちは、このまちに生きることに誇りをもつて、さらに住みよい魅力あふれる

まちづくりをすすめていくことを誓い、ここに市民憲章を定めます。 

１ 郷土の伝統をたいせつにし、平和で文化の香りたかいまちにします。 

１ 自然を愛し、清潔な環境を保ち、美しいうるおいのあるまちにします。 

１ きまりを守り、みんなで助けあう明るいまちにします。 

１ 働くことに生きがいと喜びを感じ、健康でしあわせなまちにします。 

１ 教養をふかめ、心ゆたかな市民として、活力にみちたまちにします。 

 



 
 

 
 
 
 

本市は、都心から 30 ㎞圏内に位置し、古くから埼玉県南西

部地域の中心都市として発展してまいりました。大正 11 年に

埼玉県内ではじめてとなる市制を施行しており、本年は市制施

行 100周年の節目の年となります。 

産業においては、中心市街地及びその周辺にある商店街等を

中心に栄える商業、市内北部及び南西部に展開する工業団地等

により県内上位の出荷額を誇る工業、首都圏の食料供給地の役

割を担う農業がバランスよく発展しており、近年は多くの観光

客が訪れるなど観光分野への注目も高まっております。 

さて、本市では、平成 12年に「川越市産業振興ビジョン」を

策定し、平成 19 年及び平成 28 年に見直しを行いつつ、関係

機関等との連携により各種施策を推進することで、産業の振興

を図ってまいりました。このたび、前ビジョンの計画期間の満了に伴い、令和４年度から令和７年度

までを計画期間とする新たな「川越市産業振興ビジョン」を策定いたしました。 

この「川越市産業振興ビジョン」は、基本理念「次の 100年も選ばれ続ける『KAWAGOE』を

目指して」の実現に向け、上位計画である「第四次川越市総合計画」との整合を図りつつ、SDGs（持

続可能な開発目標）やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、カーボンニュートラルなどへの

対応、新型コロナウイルス感染症による影響など、本市を取り巻く現状や社会経済情勢の変化などを

踏まえた計画となっております。 

コロナ禍からの回復を図り、地域経済が持続的に発展していくため、事業所の大多数を占める中小

企業への支援や就労環境の整備、商店街の魅力の向上やにぎわいの創出、企業誘致の推進、産業や業

種を越えた連携など、多様な産業を担う市内事業所の活性化に資する各施策を推進してまいります。 

結びに、本ビジョンの策定にあたり、ご議論いただきました川越市産業振興審議会委員の皆様をは

じめ、本計画の策定に携わった全ての方々に心からお礼申し上げるとともに、本ビジョンの推進にあ

たっては、市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和４年８月 
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 施策 指標 単位 最終目標値 

Ⅰ 

産 業 を 振 興

し、稼げる力

を高める 

1 
変化に向き合う中小企業・

小規模事業者の支援 

1 経営革新計画の承認件数 件 5,000 
令和4年度～ 

令和8年度の累計 

2 県の支援による創業件数 件 1,000 
令和4年度～ 

令和8年度の累計 

2 
新たな産業の育成と 

企業誘致の推進 

3 
企業（製造業）が生み出す 

付加価値額 
兆円 4.8 令和8年 

4 新規の企業立地件数 件 250 
令和4年度～ 

令和8年度の累計 

3 
商業・サービス産業の 

育成 
5 サービス産業の労働生産性 万円 459.2 令和8年度 

4 魅力ある観光の推進 

6 

観光客1人当たりの観光消費額    

県外からの宿泊客 円 29,300 令和8年 

県外からの日帰り客 円 8,700 令和8年 

7 
本県で観光・レジャーなどを 

楽しむ人の数 
万人 16,000 令和8年 

8 外国人観光客数 万人 65 令和8年 

Ⅱ 

誰もが安心し

て活躍できる

社会をつくる 

5 幅広い世代への就業支援 

9 就業率 ％ 61.7 令和8年 

10 
県内大学新規卒業者に占める 

不安定雇用者の割合 
％ 3.9 令和8年度 

6 
多様な働き方の推進と 

働きやすい職場環境の整備 
11 
多様な働き方実践企業のうち 

プラチナ認定企業の割合 
％ 27.5 令和8年度末 

7 

女性・高齢者が働きやすい 

環境づくりと 

就業・起業支援 

12 

女性の就業率    

30～39歳 ％ 75.1 令和8年 

40～49歳 ％ 79.2 令和8年 

13 
女性キャリアセンターを活用した 

就業確認者数 
人 9,500 

令和4年度～ 
令和8年度の累計 

14 
シニア活躍推進宣言企業のうち70歳以上 

の高齢者が働ける制度のある企業の数 
社 1,800 令和8年度末 

15 
県の就業支援による65歳以上の 

就職確認者数 
人 3,700 

令和4年度～ 
令和8年度の累計 

8 障害者の就業支援 16 民間企業の障害者雇用率 ％ 
法定雇用率 

以上 
令和8年 

9 産業人材の確保・育成 

17 在職者訓練による人材育成数 人 22,500 
令和4年度～ 

令和8年度の累計 

18 技能検定合格者数 人 46,000 
令和4年度～ 

令和8年度の累計 
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川越市産業振興ビジョン / 第１章 社会・産業環境の変化 

 

－34－ 

（５）高い工業集積  

 

本市の工業は、川越狭山工業団地、富士見工業団地、川越工業団地、川越第二産業団地及び的

場工場適地といった高い工業集約地があり、令和元（2019）年において県内第４位の製造品出荷

額等を有しています。業種をみると、化学系の先端産業や業務用の機械器具製造産業が集積する

など工業の重要な基盤となっています。 

また、新たに「川越増形地区産業団地」が整備されるなど、新たな企業の進出も見込まれてい

ることから、製造品出荷額等は増加するものと思われます。 

今後は、既存産業のさらなる強化を図るとともに、新規先端産業の誘致及び育成を進めること

により、本市における工業の基盤強化に結び付くことが期待されます。 

 

 

（６）地域と共生する農業  

 

本市の農業は、大消費地である首都圏に位置するという立地面での優位性があり、農家数、耕地

面積ともに県内で上位となっているなど、産業として重要な地位を占めています。 

農業には、安全で安心な食料を安定的に供給する役割があり、食料品製造業、飲食店等に対して

原材料を提供するとともに、近年では地元農産物の直売所の開設、スーパーなどにおける地場産野

菜コーナーの設置など、地域の活性化に貢献する事例も多くみられます。 

また、農産物は「川越産」や「川越いも」など、生産地が表示されることによる地域のブランド

の形成においても重要な役割を担っています。さらに、洪水の防止や自然的景観の保全など、多面

的な役割も有しています。 

農業は、地域や他の産業との密接な関係性を有することから、農業が活性化されることは、他の

産業の活性化にも好影響を与えるものと考えられます。 

 

 

■蔵 inガルテン川越（農業ふれあいセンター） 

  

農業ふれあいセンターは、平成元（1989）年のオープン

以降、市民を対象とした農業体験や農業関係者の研修の

場として利用されてきました。 

令和 4（2022）年に、市の地方創生プロジェクトの一つ

である、グリーンツーリズム拠点施設「蔵 in ガルテン川

越」としてリニューアルオープンします。同施設には、体験

農園やバーベキュー場、緑地広場が整備されるほか、隣接

地には、キャンプ場の整備も予定されています。 
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第２章 前ビジョンの評価と新ビジョン

策定に向けた課題等の整理
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第３章 産業振興ビジョンの基本理念 
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川越市は 2022年 12月に市制施行 100年の節目を迎えます。 

新しい「産業振興ビジョン」では、次の 100年を見据えて本市の産業がさらに発展

するための足がかりとなるよう、企業やそこで働く人々、観光客、市民から選ばれ、い

つまでも色褪せない「川越」を目指すとともに、国内だけでなく海外からも選ばれ続け

る「KAWAGOE」を目指すとの想いから、上記のとおり基本理念を定めます。 

 

新しい「産業振興ビジョン」では、次の 100年を見据えて本市の産業がさらに発展

していく、その足がかりとなるよう、企業やそこで働く人々、観光客、そして市民から

選ばれ、また、国内だけにとどまらず海外からも選ばれ続ける都市となるよう「次の

100年も選ばれ続ける「KAWAGOE」を目指して」を基本理念とします。 

次の 100年も選ばれ続ける 

「KAWAGOE」を目指して 

基本理念 
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基本理念 

次の 100年も選ばれ続ける 

「KAWAGOE」を目指して 

基本目標１ 

中小企業支援による持続化と 

就労環境の整備による雇用の安定 

○産業を支える中小企業への支援により地域 

 経済の持続化を図るとともに、就労環境を 

 整えることで雇用の安定を図ります。 

 

 

基本目標２ 

商店街の魅力の向上と 

にぎわいの創出 

○市民の日常生活を支える商店街を中心に 

 商業に係る魅力を向上させるとともに、 

 にぎわいを創出します。 

基本目標３ 

企業誘致の推進等による 

産業競争力の強化 

○企業誘致及び販路開拓や拡大の推進、環境 

 の変化に対応する取組の支援などにより、 

 本市における産業競争力を強化します。 

基本目標４ 

産業間連携と地域資源の活用等 

による新たな価値の創造 

○産業間の連携及び地域資源の活用により、 

 本市の持つポテンシャルを最大限に生かし 

 新たな価値を創造します。 
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 １ 企業誘致の推進 
 

① 奨励金制度や工場立地法地域準則条例を積極的に PRし、企業誘致を推進します 
 

本市への企業立地を促進するため、市内に一定の要件を満たす事業所を立地し、操業を開始し

た企業に対し、企業立地奨励金や雇用促進奨励金を交付する制度を設けています。 
 

また、「工場立地法」の適用を受ける特定工場※が新たな生産施設の更新や拡充を行う際は、同

法による緑地面積率の規制が大きな負担となっていたことから、本市では、平成 28（2016）年

度に地域準則条例を定め、独自の緑地面積率を設定して規制緩和を図っています。今後も、企業

が操業するうえで設備投資をしやすい環境整備の支援を継続します。 
 

今後は、奨励金制度や工場立地法地域準則条例を積極的に PRすることなどにより、企業誘致

を推進します。 
 

※特定工場…製造業、電気・ガス・熱供給業に係る工場又は事業場であって、敷地面積 9,000 ㎡以上又は建築面積 3,000

㎡以上のもの 

 

② 産業用地の確保を推進します 
 

本市には、複数の工業団地等の工業集積が立地していますが、空き用地が少なく、新たな企業

の立地や既存企業の拡張のニーズに対応していくには、新たな産業用地の確保が必要です。 
 

このため、本市に立地している企業へのアンケート調査などを実施し、産業用地に係るニーズ

についての調査を実施するとともに、関係部局や県などと連携・協議し、新たな産業用地の確保

を推進します。 

 

③ 空き工場、空き工業用地の把握と情報提供を行います 
 

市内にある３つの工業会と連携を図り、工業団地内の空き工場や空き工業用地の把握を定期

的に行い、その情報を市ホームページで公開するとともに、立地を希望する企業にも同様の情報

提供を行います。 

 

④ 企業立地に係る相談、支援体制を充実します 
 

新たに本市への立地を検討している企業や拡張を予定している既存企業からの相談に対して

円滑かつ迅速に対応することができるよう、ワンストップ窓口を設置し、工場用地、優遇制度及

び各種手続き等の情報をスムーズに提供する体制を整備します。 
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 １ 産業間連携の推進 
 

① 産業間連携による地産地消・地産他消を推進します 
 

本市には、市の中心部にある「小江戸蔵里（川越市産業観光館）」や観光用無料駐車場に隣接

している「あぐれっしゅ川越」など、観光客が立ち寄りやすい場所に立地し、地場農産物を取り

扱っている施設があります。また、近年では、食品スーパーに地場産コーナーが設置されたり、

農業者が庭先販売所を設けたりするなど、川越産農産物の市民への提供も図られています。 
 

このような小規模農家を中心とした地産地消の取組は、生産者の顔が見え、消費者が求める安

全・安心で新鮮な野菜を身近に消費できることから、さらなる推進を図ります。 
 

また、「川越産農産物ブランド化事業」及び「おいしい川越農産物提供店認定制度」を推進し、

川越産農産物の PRを広く行うことで、ブランド化による利用促進及び消費拡大を図ります。 
 

さらに、川越産農産物を供給する農家が減少していることから、効率的で安定した農業経営を

担う中核的な担い手の育成、確保の推進を図るとともに、幅広い担い手の活動を支援します。 
 

加えて、グリーンツーリズムの拠点施設である「蔵 inガルテン川越」において、農業ふれあ

いセンターを中心に、伊佐沼や田園など周辺の自然的景観や農業とのふれあいをコンセプトと

したグリーンツーリズムを推進することにより、観光客等に対する川越産農産物の認知度の向

上と消費の拡大を図ります。 

 

② 異業種交流を促進します 
 

商業、工業、農業、観光など多様な産業がバランスよく発展している川越の産業は、多くの場

面でそれぞれの産業において取組を進めてきましたが、価値観が多様化し、環境がめまぐるしく

変化する現代社会においては、業種を越えた交流の中から生まれる新しい商品サービスや事業

革新が求められるようになっています。このようなことを受け、市内において異業種交流グルー

プが設立され、活動しています。 
 

異業種交流を行う取組への支援を行うことで、異業種間の交流を促進し、新たな技術、サービ

ス、製品開発や販路拡大など、新事業や新たなビジネスチャンスの創出を図ります。 
 

また、商業、工業、農業、観光に関わる団体や企業などが一堂に会する産業フェスタは、市民

はもちろんのこと、さまざまな業種の事業者などが交流できる場となっています。多様な分野の

企業が出展することによって、異業種交流の場として効果的なものとなるよう、開催方式につい

て検討します。 
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